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【不動産鑑定士の視点】評価員会議にて提供する資料について（忘れられがちなもの） 固定資産評価 

 

平成３０年度評価替えに係る標準宅地の鑑定評価に

際して、初回の市町村別評価員会議を既に実施した市

町村もあれば、これから実施する市町村も数多くある

と思われます。 

 

初回の評価員会議といえば、顔合わせ、評価に当た

っての留意事項の相互確認のほか、評価に際して必要

な『資料の提供』といったことが会議の主な目的とな

ってきます。 

 

この中でも、各市町の担当者様におきましては、評

価員たる不動産鑑定士へ提供する資料について、提供

物やその準備等で大変な苦慮をされたものと思われま

す。 

 

提供する資料の代表例としては、以下のものが挙げ

られます。 

例にも挙げたように、「市町村採用の所要補正の一覧」

などは、不動産鑑定士へ忘れずに提供されるケースが

多いと感じます。 

 

これは、路線価付設の基礎となる標準価格の算定に

際して、所要の補正に該当する減価要因を反映させて

しまうと、評価に当たり、ダブルで減価することにな

ってしまうため、市町村側においても、この点には特

に注意されていることに起因するものと考えられます。 

 

また、不動産鑑定士側も鑑定評価額の算定のための

個性率部分、つまり、「所要の補正部分」に関しては、

詳細な情報提供をしてほしい旨の要請をすることが多

いと感じます。 

 

このような中、情報提供されず、また、情報提供し

てほしいという要望もされずに、忘れがちになるもの

があります。 

 

補正項目のうち、路線の比準項目として採用してい

るものの中で、特に特殊な要因については、忘れずに

不動産鑑定士へ情報を提供することが重要となってき

ます。例としては、上記の通り、「鉄道接面」、「高速

道路接面」、「嫌悪施設（墓地ほか）」等が挙げられま

す。 

≪提供資料一覧（例）≫ 

・標準宅地一覧表 

・主要な街路要因一覧表（幅員、距離計測結果） 

・市町村採用の所要の補正一覧 

・線引前宅地か否かに関する資料 

・都市計画図 

・用途地区・状況類似地域区分図 

・公図写し（画地の括りを表示） 

・道路認定図 

・区画整理関連図面 ほか 

＜忘れがちなもの＞ 

『路線の比準項目として採用している特殊な要因』 

 

例）「鉄道接面」、「高速道路接面」のほか、「嫌悪施

設（墓地ほか）」等が挙げられます 
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当然、路線の比準項目として採用する要因は、路線

価付設の基礎となる『標準価格』に織り込んでおかな

ければなりません。 

 

そこで、市町村及び不動産鑑定士の両者は、次の点

に留意する必要があります。 

 

＜市町村側＞ 

事前に不動産鑑定士へ『路線比準項目』のうち『特

殊な要因』の情報データを提供しておくことが必要と

なります。 

⇒ この場合、提供する情報としては、標準宅地毎

に影響を受ける「要因」、「距離等」並びに「減価の程

度」が挙げられます。 

 

＜市町村側から不動産鑑定士へのお願い＞ 

『特殊な要因』が介在する標準宅地については、鑑

定評価に際して、しっかり考慮していることを明示す

ることが大切といえます。 

そこで、標準宅地調書（様式４）のうち、『環境条件

のうち、「（21）その他」』か『標準的画地のうち、

「（33）その他」』欄のいずれかに記載してもらう等、

予め不動産鑑定士へ依頼しておくことが必要です。 

 

昨今、納税者から評価に関しての問い合わせは増え、

また、その内容も高度なものとなってきています。 

これらに伴い、鑑定評価書の開示を要求されるケー

スも多くなってきており、評価において、考慮してい

る要因等があれば、漏らさず鑑定評価書に明示してお

くことが、非常に重要となってきていると感じます。 

 

まだ、評価員会議は始まったばかりです。今一度、

「路線の比準項目」のうち「特殊な要因」がある場合

には、影響を受けている標準宅地の有無を確認の上、

情報提供の準備など早急に対応されることをお勧めし

ます。   

 

最後に、この情報が有意義な評価員会議の実現及び

適切な評価の一助となれば幸いです。 

以 上 
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